
研究説明・同意書・同意撤回書  資料 6 

1 

 

 

運動を習慣化する動機付け方法の探索 

〜歩いて健康貯金 あなたの一歩が世界の子どもの命と未来を守る〜 

に関する研究の説明と同意について 

 

１．研究の背景及び目的について 

身体活動を増やすことが不安や抑うつの一次予防に繋がることは複数の無作為化比較試

験で証明されています(「ストレスチェック制度による労働者のメンタルヘルス不調の予防

と職場環境改善効果に関する研究」H28年度労働安全衛生総合研究事業)。しかし、健康日

本 21の最終報告(Inoue S. 健康日本 21 の最終報告:Med Sci Sports Exerc; 2011)によると、日常生

活における歩数については悪化しており、年齢調整データでは 10 年で約 500～1000 歩/日

も減少したことが報告されています。運動や身体活動を始めた方の約半数が 3～6ヵ月後に

はそれらの活動を中断することも報告されています(Dishman RK, Washburn RA, Gregory WH. 

Physical activity epidemiology. Champaign IL: Human Kinetics, 2004: 191-233)。当大学で行った調

査でも多くの職員の方が身体活動を開始・継続することは容易で

は無いことが分かっております(図１)。そこで、身体活動増加の

意欲は持たれているが実行できておられない本学教職員を対象

に、継続的に身体活動を行うことを目的に 3ヶ月の介入試験（社

会貢献インセンティブという報酬を用いた歩数増加の推進）を

行い、介入直後・半年後・1 年後の身体活動継続率 ・ メ ン タ ル 

へル ス を 追 跡 し 、社会貢献をインセンティブとした動機付けが運

動の習慣化に有用か否か コントロール 群 と 比 較 検 討 させて頂きま

す 。同時に歩数推進プログラム介入のメンタルヘルスへの影響を

検証することが当研究の目的となります。 
 

２. 研究の内容について(図 2・図 3 参照) 

本研究は日常生活の歩数を増やしたい本学職員の方、身体活動増加の意欲を持たれてい

るがなかなか継続できない方にご協力をお願いしています。長崎大学保健・医療推進セン

ターでは、標記研究において、希望者には約２ヶ月間の平均歩数調査を行わせて頂きます。

研究前の歩数調査の結果、既に厚生労働省が示す歩数目標値（男性 9,000 歩、女性 8,500

歩）以上歩行されている職員の方は研究対象から除外させて頂きます。研究の対象となら

れた方はご自身の健康促進のために運動を行う群（コントロール群）と、1ヶ月の平均歩数

の増加に応じて助成金を資源として日本ユニセフ協会を通し栄養不良に関わる幼い命を支

援する寄付を行う群（社会貢献インセンティブ群）とに無作為に割付けさせて頂きます。3

ヶ月間の介入期間中、共通する介入としてはⅰ.目標歩数の設定、ⅱ.歩数のセルフモニタ

リング、ⅲ.保健センターから対象者へ月に 2回の平均歩数通知と歩数増加推進の案内を行

わせて頂きます。加えて、社会貢献インセンティブ群となられた方には平均歩数の増加に

応じて行う具体的な寄付金額を月に 2回通知させて頂きます。 

上記介入の効果を検証するために、介入前、介入直後(３ヶ月後)、6ヶ月後、1年後に 1

日平均歩数、体重、内臓脂肪等の身体測定、肝機能・脂質代謝や糖代謝および習慣的行動

の確立との関与が否定されていないホルモン(レプチン/副腎皮質刺激ホルモン/コルチゾール/テ

ストステロン/インスリン様成長因子１)等の血液検査、メンタルヘルスに関する検査（ストレス

チェック・幸福度調査・自己効力感検査・TCIパーソナリティー検査:気質と性格検査）、生

活習慣を問うアンケート・問診を行わせて頂きます。1回の検査時間は 20〜40分を予定し

ており、日常業務に可能な限り支障が無いようご配慮させて頂きます。尚、歩数に関して
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は個人情報の安全対策(別紙添付③-1)を実施している専用アプリをダウンロードして頂き、

歩数カウント致します。自動的に当センターに通知されるシステムを採用しているため、

当センターへ歩数をメールしたりする必要はございません。 

 

（１）介入方法 

3ヶ月の介入期間は全参加者に月に 2回平均歩数を通知し、歩数増加推進を当センター

保健師・技術職員・産業医より促させて頂きます。歩数増加に応じて栄養不良の小児へ寄

付を行う群(社会貢献インセンティブ群)にランダムに選別された方々は上記に加え、寄付

金額も通知させて頂きます。 

【図 2】方法 

 

 

【図 3】３ヶ月の介入と評価 
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（２）寄付の計算方法 

プログラム介入前の２ヶ月間に 1日平均歩数を算出。介入後は事前に調査させて頂いた

平均歩数と比較し、１歩増える毎に１円の割合で日本ユニセフ協会を通し栄養不良の小児

へ寄付をさせて頂きます。但し、月の寄付額は 1000円/1000歩を上限とさせて頂きま

す。また、厚生労働省が定める目標歩数（男性 9000歩、女性 8500歩）に達した参加者も

1000円寄付とさせて頂きます。 

寄付は日本ユニセフ協会を通して栄養不良地域の子供達へ行い、収支報告を行います。 

具体的には以下の支援（例）があります。 

◇3,000円：袋を開けてすぐに食べられるペースト状の栄養治療食 91袋 

◇5,000円：重度の栄養不良に陥った子どもの命を救う治療用ミルク 241杯 

◇10,000円：保健員が 1,836人の子供に上腕周囲をメジャーで測定し栄養検査 

◇30,000円：子どもたちを感染症や失明から守るビタミン A 15,000人(1年間)分 

◇50,000円：保健員 2人に研修を行ない、地域の母子に栄養・保健サービスを提供 

 

（３）評価およびフォローアップ内容とスケジュール 

介入終了直後（介入３ヶ月目）、介入開始 6ヶ月後、介入開始 1年後に、平均歩数の確

認、身体測定、下記の血液検査を行います。また、メンタルヘルス調査及びアンケート調

査により、基本情報、心理行動面を把握いたします。 

評
価

・目標歩数設定
・歩数のセルフモニタリング
・月２回歩数通知（メール）

0 ２ ヶ月 1 2 ヶ月

・歩数

・メンタルチェック※１

・身体計測
・血液検査等

・生活アンケート

月に２回、平均歩数増加分の寄付額

（内容）をメール通知

6 ヶ月

※１ ： メ ンタルヘルスチェッ ク： スト レスチェ ック、主観的幸福度調査、 自己効力感・ 調査、 TCI（ 気質と性格検査） を行う 予定。

１ ヶ月

・歩数
・メンタルチェック

・身体計測

・血液検査等
・生活アンケート
・達成度評価

（ 寄付の計算方法）
Ø 1日の歩数（ 月の平均歩行数）

が事前調査した平均歩数と比較
し 、 1歩増加していたら 1円/歩
の割合でユニセフへ寄付。

例） 平均歩数100歩増加100円寄付。
Ø 1月の寄付は1000歩/1000円上限

Ø 厚生労働省の目標歩行数に達成
した参加者は各月1000円寄付

３ ヶ月

社会貢献（ ＋） [寄付群]

社会貢献（ －）

全参加者取組み

・歩数
・メンタルチェック

・身体計測
・血液検査等

・生活アンケート
・達成度評価

・歩数
・メンタルチェック

・身体計測
・血液検査等

・生活アンケート
・達成度評価

8⽉

5～7月歩数確認

12⽉ 3⽉ 8⽉

9 ~ 1 1月介入
参加・ 歩数

アプリ登録

4月～5月

7月末~ 8初旬

参加者選抜
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■フォローア

ップ内容 :測

定項目（評価

項目） 

（a）身体測定  

身長，体重，血圧，ウェスト周囲長, 内臓脂肪量（dual scan）． 

 

（b）採血（10時間以上空腹・20分安静臥床にて） 

生化学検査（AST，ALT， LDL-C，HDL-C，中性脂肪，尿酸，空腹時血糖，（採血量 7 

ml））、ホルモン学的検査（レプチン/副腎皮質刺激ホルモン/コルチゾール/テストス

テロン/インスリン様成長因子１/空腹時インスリン＊）。 

（＊：介入前と直後でのみ評価予定．＊以外の項目は，介入の前後，介入半年・1 年後に評価．） 

※身体活動を継続された方への身体的影響を確認するため、上記(b) 生化学検査等で肝機能・脂

質・糖代謝・尿酸値を測定致します。また、習慣的行動の確立への関与が否定されていないホル

モン学的検査としてレプチン/副腎皮質刺激ホルモン/コルチゾール/テストステロン/インスリ

ン様成長因子 1 があり、これらのホルモンをコントロール群と比較検討致しま

す。 

 

 

（c）生活習慣の変化 

1日歩数 

 

 (d)メンタルヘルスチェック 

 ・ストレスチェック(職業性ストレス簡易調査票 57 項目に K6（不安抑うつ尺度）の

6項目を加えた 63項目)（Web上にて調査） 

・主観的幸福感調査（面談・検査時に ipadで回答） 

・自己効力感/自己肯定感質問（G-SES）（面談・検査時に ipadで回答） 

・TCI(気質と性格検査) （Web上で介入前にのみ調査） 

 

血液検査

内臓脂肪測定

スト レスチェ ッ ク
or

TCIパーソナリ ティ ー検査

アイコン説明

励ましメール

終4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

2019年 2020年

９ 10 11

参
加
登
録

しっかり歩⾏

通常歩数

確認

ア
プ
リ

設
定
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■フォローアップ(歩数確認・身体測定・採血・各種アンケート)スケジュール 

計 3 回(下記②〜④ １回約 30 分)の検査を予約制で行いますのでご都合をつけて来て頂く

ようご協力をお願い致します。(詳細はホームページに随時記載しますので、各自予定の１

−2ヶ月前に検査予約を行なって下さい。) 

 

①  介入前 文教(経済・附属)地区 8 月 9:00～12:00 

病院・坂本地区     8 月 9:00~12:00 

 本介入 ３ヶ月歩数推進介入(各自)  9～11 月 

②  ３ヶ月後(介入直後) 文教(経済・附属)地区 12 月 9:00～12:00 

病院・坂本地区     12 月 9:00～12:00 

③  ６ヶ月後 文教(経済・附属)地区 3 月 9:00～12:00 

病院・坂本地区    3 月 9:00～12:00 

④  1 年後 文教(経済・附属)地区  8 月 9:00～12:00 

病院・坂本地区      8 月 9:00～12:00 

 

 

３. 予想される利益及び不利益について 

 本研究に参加されることにより、1 日平均歩数が増加し、身体活動を増やすことが習慣

化されることが期待できます。身体活動の習慣化は、体重や内臓脂肪の改善をはじめ、高

血圧や脂質代謝・糖代謝改善も期待されます。また、ストレス軽減をはじめとしたメンタ

ルヘルス不調の改善も期待されます。しかしながら、参加者の皆さまには介入期間中は目

標歩数の設定や日々の歩数を意識して頂くこととなり、月に２回当センターからの歩数通

知・歩数推進メールが届くため負担に感じられることもあるかもしれません。また、本研

究において対象者の方には 1 年で計４回（介入前、終了直後（介入３ヶ月目）、介入開始 6

ヶ月後、介入開始 1年後）の身体測定・血液検査（10時間以上空腹・20分安静臥床にて午

前中）・メンタルヘルスチェックをさせて頂くため身体または精神に一般健康診断において

行われる程度(軽微)の負担が生じます。基本的には本研究への参加による健康被害等は無

いものと考えます。 

 その他、本研究への参加によって生じる危険性として、個人情報の漏洩の可能性が考え

られますが、その対策として、得られたデータは、個人が特定されないように統計的に処

理し、データベースの保管は、施錠できるキャビネットを用います。採血に関しては、研

究責任者および当センター保健師が行い、血液検査は外部委託で行います。その際の個人

情報受け渡しは、長崎大学個人情報管理規定第 30条第２項の規定に基づき、保有個人情報

等の外部委託における保有個人情報の外部持ち出しを申請し、安全確保対策を徹底致しま

す。 

また、歩数計アプリ使用により当方が得られる情報として、職員番号・お名前・性別・

歩数・がありますが、こちらに関しても安全確保対策(別紙 3-①)を徹底致します。 

 研究対象者が研究に参加する上で負担を感じるおそれが生じた場合、対象者の意思によ

り参加を中断して頂きます。 

 最後に、予想される利益として、本研究で社会貢献インセンティブ群に割付けられた方

は、歩数を増やされることで、栄養不良の子供達へ寄付という形で社会貢献が可能となり

ます。 

 

４. 同意の撤回と同意しない場合でも不利益を受けないことについて 
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研究への参加協力は任意です。この研究への協力をお断りになっても、いかなる不利益

を受けることはありません。また、研究参加者は同意後においても、いつでも不利益を受

けることなく研究参加の撤回を申し出ることができます。その際には、当該撤回に係る資

料等及び研究結果が匿名化されている情報の場合等を除き解析資料を破棄します。 

 

５. 個人情報の保護について 

 得られたデータは、個人が特定されないように全て任意の IDで管理し、機械的・統計

的に集団で処理します。これらのデータベースおよび対応表はセキュリティー設定した記

録メディアに記録し、保健・医療推進センター内にある施錠できるキャビネットに保管致

します。また、血液検査は外部委託で行いますが、その際の個人情報受け渡しの際は、長

崎大学個人情報管理規定第 30条第２項の規定に基づき、保有個人情報等の外部委託におけ

る保有個人情報の外部持ち出しを申請し、安全確保対策を徹底致します。歩数計アプリ使

用で得た個人情報(職員 ID・氏名・性別・歩数)に関しても別紙（資料 1）安全対策を実施

致します。そのため、個人の情報が特定されることは一切ありません。参加者はアプリの

イベント欄を閲覧することでご自身の平均歩数順位（参加者中のランキング）が分かりま

すが、お名前は非表示のため他者から個人は特定できません。 
 

※得られた血液は長崎大学個人情報管理規定第 30 条第２項の規定に基づき、保有個人情報等の外

部委託における保有個人情報の外部持ち出しを申請し、安全確保対策を徹底し、SRL へ検査を委託

致します。） 血液検査の結果に関しては、事前に通知を希望される対象者及び対象者ご自身より

問合せがあった場合にご本人にのみご連絡（開示）致します。 

 

６. 資料・研究データ等の保管・破棄について 

 任意の IDで管理・匿名化された研究結果の資料は、全て数値化され、セキュリティー設

定した記録メディアに記録し、長崎大学保健・医療推進センター内の施錠できるキャビネ

ットにて管理・保存します。アンケート用紙については、数値化し、セキュリティー設定

したメディアに保存すると共に、原本は研究終了報告提出から５年間又は最終の研究成果

公表から３年間、いずれかの遅い方まで施錠できるキャビネットにて管理・保存します。 

研究で得られた血清についても、研究終了報告提出から５年間又は最終の研究成果公表か

ら３年間、いずれかの遅い方まで研究責任者が厳重に保健・医療推進センターが管理する

冷凍庫に保管し、その後は研究責任者が医療廃棄物としてすべて廃棄致します。 

 

 

７.健康被害の補償について 

 本研究では侵襲性のある介入及び調査は実施しておりません。そのため、健康被害等が

起こる可能性はございませんが、万が一何らかの症状等が出現した場合には個別に相談さ

せていただき、必要に応じて医療機関へご紹介します。 

 

 

８. 費用負担について 

 本研究に係る介入・調査について、研究参加者には一切費用負担は生じません。 

 

９．研究成果の取り扱いについて 

本研究の成果については、国内・国外の学術関連学会での学会発表、または、学術雑誌
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として著作物の公表を行わせて頂きます。 
 

10．ご意見などの申し入れ先について 

本研究に関して、参加者及びその関係者からの相談等の申し出ができるように保健・医

療推進センターに研究に関する相談窓口を設けております。ご意見など申し入れがある場

合には、下記のメールアドレスもしくは電話番号にご連絡下さい。研究対象者及びその関

係者より相談等の申し出があった場合には、所属講座の長、研究責任者、研究分担者で協

議した上で対応いたします。 

 

【ご意見などの申し入れ先】 

長崎大学 保健・医療推進センター 「歩いて健康貯金」係  代表：相良 郁子 

連絡先住所： 〒852-8521 長崎市文教町 1-14 

電話：095-819-2214      電子メール：aruko@ml.nagasaki-u.ac.jp   ikuko7@nagasaki-u.ac.jp 

 

上記の内容を了解いただき、是非本研究に参加頂けますと幸いです。研究にご協力してい

ただける場合は、別紙の同意書にサインと押印をお願いいたします。 

 

 

【「歩いて健康貯金」の取り組みについて】 

 

詳しくは長崎大学 保健・医療推進センター 「歩いて健康貯金」ホームページを閲覧下

さい。 

 

ホームページ http://www.hc.nagasaki-u.ac.jp    

 

 

 

 

 

 

同 意 書 

 

長崎大学保健・医療推進センター 

 相良 郁子 殿 

 

「運動を習慣化する動機付け方法の探索」について、説明書を提示のうえ、口頭及び文章

で下記１～１０の説明を受け、十分理解しましたので、この研究に参加することに同意い

たします。 

 

 

１．研究の背景及び目的について 

２．研究の内容について 

mailto:aruko@ml.nagasaki-u.ac.jp
mailto:ikuko7@nagasaki-u.ac.jp
http://www.hc.nagasaki-u.ac.jp/
http://www.hc.nagasaki-u.ac.jp/
http://www.hc.nagasaki-u.ac.jp/
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３．予想される利益及び不利益について 

４．同意の撤回と同意しない場合でも不利益を受けないことについて 

５．個人情報等の保護について 

６．資料・研究データ等の保管・破棄について  

７．健康被害の補償について 

８．費用負担について 

９．研究成果の取り扱いについて 

10. ご意見などの申し入れ先について 

 

 

同意日  平成  年  月  日 

同意者            印 

 

 

 

 

「運動を習慣化する動機付け方法の探索」について，別紙説明書を提示のうえ，口頭で上

記１～９の説明を十分に行い，上記のとおり同意を得ました。 

 

 

 説明日    平成  年  月  日 

説明者  保健・医療推進センター 

      職名・氏名            印 

 

 

 

 

同 意 撤 回 書 

 

長崎大学保健・医療推進センター 

 相良 郁子 殿 

 

私は先般，「運動を習慣化する動機付け方法の探索」に参加することに同意いたしまし

たが，この度，その同意を撤回したいので通知します。 

 

 

 

同意撤回日  平成  年  月  日 
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同意撤回者            印 

 

 

 

 

私は，上記の方が同意を撤回されたことを確認しました。 

説明者の署名又は記名・捺印 

 

 

確認日    平成  年  月  日 

説明者  保健・医療推進センター 

      職名・氏名            印 

 

 

 


